
第９回石川町農業委員会総会議事録 

 

１   招集年月日   令和３年９月１６日 (木 ) 午後１時３０分  

 

２   招集場所    石川町役場  ３階  正庁兼議場   

 

３   議案  

（１）議案第３８号  

   農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する意見決定に

ついて  

（２）議案第３９号  

   農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定に

ついて  

（３）議案第４０号  

   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画の諮問に対する意見決定について  

（４）議案第４１号  

荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出席委員    

農業委員   ９名  

１番  佐川  修一  ２番  根本  常和  ３番  近内  貞夫   

４番  金沢  和則  ５番  芳賀  正幸  ６番  緑川  一男  

７番  緑川  喜友  ８番  仲田  昌勝  ９番  遠藤  武重  

 

農地利用最適化推進委員についてはコロナ対策のため参集せず。  

 

欠席委員    なし  

   

 

事務局    事務局長          武藤  伝  

事務局次長兼農地管理係長  吉田  慶司  

書   記          矢内  康裕



・議  長   本日の出席は９名です。定足数に達しておりますので、只今より第９回

石川町農業委員会総会を開きます。 

議事録署名人の選出ですが、議長指名でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議ないものと認め、６番  緑川一男委員  ７番  緑川喜友委員

を指名いたします。 

 

 

（１）議案第３８号  

農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する意見決定につ  

いて  

・議  長   それでは議事に入ります。議案第３８号 農地法第３条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見決定について議題とします。事務局の説明を求

めます。 

・事務局長   （議案朗読） 

        なお、番号１から番号２につきましては、農地法第３条第２項の不許可

要件に該当していないことを報告します。 

・議  長   農地法第３条第１項番号１を調査されました芳賀正幸委員に報告を求め

ます。 

・芳賀正幸委員   農地法第３条第１項１番譲渡人○○○○、譲受人○○○○の件を調査し

た結果を報告します。 

        ９月５日午後１時３０分より譲受人○○○○、最適化推進委員福田正三

氏、渡邉義雄氏と私の４人で現場確認をしました。譲渡人は遠方のため譲

受人に一任するとのことです。 

        場所は○○○○○○○○から東に１ｋｍ行き、○○○○○○○○の所で

す。地番は○○○○○○○○、７２㎡の畑です。この畑は現在畑です。 

        農地について所有権を移転したいので譲受人○○○○○○○○、○○○

○の畑と隣接しているため譲受人に無償贈与とすることになりました。取

得後は野菜を作ります。 

        周りが畑ですので特別支障があるとは思いません。以上調査した結果、

この案件は問題ありませんので皆様方の審議の程よろしくお願いいたし



ます。 

・議  長   只今報告のありました農地法第３条第１項番号１の件について、何かご

意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３８号 農地法第３条第１項番号１につ

いて承認するものと決定いたします。 

        続いて農地法第３条第１項番号２を調査されました芳賀正幸委員に報

告を求めます。 

・芳賀正幸委員   農地法第３条第１項２番譲渡人○○○○、譲受人○○○○の件を調査し

た結果を報告します。 

        ９月５日午後２時より譲受人○○○○、最適化推進委員福田正三氏、渡

邉義雄氏と私の４人で現場確認をしました。譲渡人は遠方のため譲受人に

一任するとのことです。 

        場所は○○○○○○○○から東に１ｋｍ行き、○○○○○○○○の所で

す。地番は○○○○○○○○、田２４０㎡、○○○○○○○○畑１４６㎡、

○○○○○○○○田１２５㎡の畑と田んぼです。現在は雑地で草刈りをし

ています。 

        農地について所有権を移転したいので譲受人○○○○○○○○、○○○

○と売買契約を結ぶことにしました。取得後は野菜を作ります。 

        周りが畑ですので特別支障があるとは思いません。以上調査した結果、

この案件は問題ありませんので皆様方の審議の程よろしくお願いいたし

ます。 

・議  長   只今報告のありました農地法第３条第１項番号２の件について、何かご

意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３８号 農地法第３条第１項番号２につ

いて承認するものと決定いたします。 

         

 

 

 



         

（２）議案第３９号  

農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定につ  

いて  

・議  長   続いて、議案第３９号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対

する意見決定について議題とします。事務局の説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読） 

        番号１についてですが事業計画者は駐車場を目的とし今回の申請に至

っております。なお、申請地は第２種農地です。 

        番号２についてですが事業計画者は砂利採取を目的とし今回の申請に

至っております。なお、申請地は農用地です。 

・議  長   農地法第５条第１項の規定による許可申請番号１を調査されました仲田

昌勝委員に報告を求めます。 

・仲田昌勝委員   農地法第５条第１項番号 1の件を調査した結果を報告いたします。 

        令和３年９月６日午前９時から現地で申請代理人の○○○○、農業委員

会事務局吉田次長、矢内主事、最適化推進委員斎藤英幸さんと南條博さん

と私の６人で現地調査いたしました。 

        申請地は○○○○○○○○、地目畑、地積６７㎡で、○○○○○○○○

の○○○○○○○○を○○○○○○○○に進み約１００ｍの○○○○○

○○○に面した土地です。譲受人氏名○○○○、住所○○○○○○○○、

職業○○○○です。譲渡人氏名○○○○、住所○○○○○○○○、職業○

○○○です。駐車場敷地としての売買による所有権移転申請です。 

        事業の必要性として、譲受人の住宅敷地内は既存建物がいっぱいであり、

自家用車や来客用の駐車スペースがないことから今回の申請に至りまし

た。 

申請地は平成１２年頃より農地法の手続きをせず無許可で駐車場敷地

として利用していましたが、双方より顛末書の提出があり現地確認時には

畑として原状復帰状況にあります。 

計画は駐車場敷地として敷砂利を施し、法面には法面保護工により土砂

の流出を防ぎます。上下水道の利用はなく雨水については勾配を配して東

側の既存側溝に流します。隣接する農地はなく集団農地の蚕食、分断、日



照り被害等の支障もありません。 

以上、調査した結果この案件は問題ないと思われますので皆様方の審議

よろしくお願いいたします。 

・議  長   只今報告のありました、農地法第５条第１項番号１について何かご意見

等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３９号 農地法第５条第１項番号１つい

て承認するものと決定いたします。 

        続いて、農地法第５条第１項番号２を調査されました佐川修一委員に報

告を求めます。 

・佐川修一委員   農地法第５条第１項番号２の農地転用のため、権利の設定について調査

した結果を報告いたします。 

        調査は令和３年９月６日午前９時３０分より行いました。確認は設定人

の○○○○が出席できないため、○○○○、事務局より吉田氏、矢内氏、

最適化推進委員郷氏と私の５名で、○○○○○○○○，５９３㎡を調査し

ました。 

        場所は○○○○○○○○、○○○○○○○○から○○○○○○○○へ１

ｋｍ程の場所で、○○○○○○○○から１００ｍほど手前の位置にあり、

同様に砂利層のため水持ちが悪く隣接地の砂利採取の実績により、良質の

砂利層を含んでいると思われます。地主からの要望もあり、土壌改良も兼

ねて床土の入れ替えをするため砂利採取をすることになりました。 

        採取期間は申請許可後の令和３年１１月１日から令和４年４月３０日

までの予定です。隣接地の方の砂利採取への同意もいただいています。ま

た採取期間中、道水路等が破損した場合、速やかに復旧作業を実施するこ

とになっています。作業完了後、現況復帰することで、○○○○○○○○

及び○○○○○○○○より道水路の使用を願い出て承諾を得ております。 

        以上、調査した結果この案件は問題ありませんので皆様の審議よろしく

お願いいたします。 

・議  長   審議に入る前に、議案第３９号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請に対する意見決定について４番金沢委員は、申請者の代理人ですので、

農業委員会等に関する法律第３１条議事参与の制限により退席を求めま



す。 

        （金沢委員退席） 

・議  長   只今報告のありました、農地法第５条第１項番号２について何かご意見

等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第３９号農地法第５条第１項番号２につい 

       て承認するものと決定いたします。 

        金沢委員の入室を認めます。 

        （金沢委員入室） 

 

（３）議案第４０号  

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用  

集積計画の諮問に対する意見決定について  

・議  長   続いて、議案第４０号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

による農用地利用集積計画の諮問に対する意見決定について議題としま

す。事務局の説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読）         

・議  長   只今報告のあった農用地利用集積計画について何かご意見等ございませ

んか。 

        （「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第４０号農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項の規定による農用地利用集積計画の諮問に対する意見決定につい

ては承認するものと決定いたします。 

 

（４）議案第４１号  

   荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定の件  

・議  長   議案第４１号 荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定の件を 

       議題とします。事務局の説明を求めます。 

・事務局次長  （議案朗読） 

・議  長   只今説明のありました荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定につ

いて、一括で審議することに何かご意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



・議  長   それでは荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定について、何かご

意見等ございませんか。決定についてご意見等がある場合は議案書の番号

を述べてから発言されますようお願いいたします。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第４１号荒廃農地に係る非農地判断に対す

る意見決定の件について番号１から番号９２を一括して承認するものと

決定いたします。 

 

以上で本日提案されました議案は、すべて終了いたしました。これで本日の会議 

を閉じます。 

午後２時１２分 

 

 この議事録は書記が作成したもので、その内容に相違ないことを証するた

め署名する。  

 

            令和３年９月１６日  

            石川町農業委員会  

         石川町農業委員会長                  

 議事録署名人   ６番           

                    ７番           


